
資料２ 

広瀬川河畔景観形成重点地区について 

 

１ 趣旨 

中心市街地を流れる広瀬川の厩橋から久留万橋までの河畔地域について、素晴らしい

景観を守り、広瀬川及び河畔緑地の景観資源を生かした「水と緑と詩のまち」前橋のシ

ンボルとしてより質の高いまちなみ景観の創出を図るため、景観条例に基づく同重点地

区景観計画を策定し重点地区に指定するもの。 

併せて、同重点地区景観計画に定める屋外広告物の表示等に関する事項を屋外広告物

条例に基づき本地区の基本方針に定め、屋外広告物特別規制地区に指定するもの。 

 

２ 経過 

広瀬川河畔景観形成重点地区の指定にあたり、本重点地区景観計画（案）に関するパ

ブリックコメントを行い、その結果に基づき、景観審議会及び都市計画審議会に諮問し

承認を得た。 

 （１）パブリックコメント実施結果 

   ①実施期間 

平成２９年７月１８日(火)から平成２９年８月１６日(水)まで 

②意見提出件数 

    ３名 ８件 

 （２）法定手続き 

    ８月２９日 景観審議会の承認 

          ・同重点地区景観計画の策定について 

          ・同特別規制地区の指定について 

    ８月３０日 都市計画審議会の承認 

          ・前橋市景観計画に同重点地区を追加する変更について 

 （３）告示 

    ９月２６日 同重点地区指定の告示 

        前橋市景観計画変更の告示 

        同特別規制地区指定の告示 

※同重点地区指定に伴う建築物の新築・増築・外観の改修等に係る届出対象 

行為の追加について、平成２９年第４回定例市議会へ景観条例改正に係る 

議案を提出予定 

 

３ 施行予定日 

   平成３０年４月１日 



【区域】太枠の範囲 

４ 地区の名称 

 （１）景観条例に基づく名称 

     広瀬川河畔景観形成重点地区～朔太郎の散歩道～ 

 （２）屋外広告物条例に基づく名称 

広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区 

 

５ 区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 同重点地区景観計画及び同特別規制地区基本方針の主な内容（詳細は別紙参照） 

 （１）景観形成（広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画） 

  ・地区内の景観形成の目標や方針 

  ・建築物や工作物、色彩等のルール 

  ・届出が必要なものの基準 

 （２）屋外広告物の規制（広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区基本方針） 

  ・地区内に表示できる屋外広告物の種類や大きさ、デザイン等 

 


